
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年３月６日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市頭
かしら

島北西方沖 

 頭島南灯台から真方位００６°３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.０′ 東経１２９°３８.３′） 

インシデントの概要  ミニボート（船名なし）は、航行中、船外機が運転できなくなり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年３月８日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ミニボート （船名なし）、総トン数なし（長さ約３ｍ） 

 なし、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力１.４７kＷ、１気筒、ボ

ア５５㎜、使用燃料油ガソリン 

 乗組員等に関する情報 操縦者、操縦免許 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３ 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過等  本船は、操縦者ほか友人１人が乗り、砂浜を出発して頭島北西方沖

を航行中、船外機が停止して風波により圧流され始めたので、操縦者

が、搭載していたオールで漕いだり、船外機の再起動を繰り返しなが

ら頭島に向けて航行を続けていたところ、船外機から煙が上がるのを

認めた。 

 本船は、頭島に到着した後、操縦者が１１８番通報を行い、海上保

安庁の巡視船の搭載艇によりえい
．．

航された。 

 機関整備業者は、本インシデント後、船外機を解放点検したとこ

ろ、冷却海水ポンプのゴム製インペラ（以下「本件インペラ」とい

う。）の羽根がすべて溶損しており、冷却海水量が不足して船外機が

過熱したと判断した。 

 

 操縦者は、本インシデントの約２週間前に知人から本船を譲り受

け、本インシデント当日が初めての乗船であり、出航前に陸上で船外

機の暖機運転を行った際、船外機に冷却水を取り入れていなかった。 

 本船の船外機の取扱説明書には、次の記載がある。 

 冷却水無しの運転は絶対に行わないでください。エンジンが損傷し

ます。 



 

分析  本船は、出航前に陸上で冷却水を取り入れていない状態で船外機の

暖機運転が行われたことから、本件インペラが溶損し、冷却海水量が

不足して船外機が過熱して運転できなくなり、運航不能となったもの

と考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、出航前に陸上で冷却水を取り入れてい

ない状態で船外機の暖機運転が行われたため、本件インペラが溶損

し、冷却海水量が不足して船外機が過熱して運転できなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ミニボートの操縦者は、陸上で水冷の船外機の暖機運転を行う際

には冷却水を取り入れるとともに、冷却水が排出されていること

を確認すること。 

 


